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各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長    

見 出 し の 要 綱 を 別 添 の と お り 制 定 し た の で 、 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

別 添  

オ ー プ ン カ ウ ン タ ー 実 施 要 綱  

１  趣 旨  

こ の 要 綱 は 、物 品 購 入 及 び 印 刷 の 請 負 の 契 約 に 係 る オ ー プ ン カ ウ ン タ ー（ 公 開 見 積 り 合 わ せ ）を 行

う 場 合 の 取 扱 い に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  定 義  

こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) オ ー プ ン カ ウ ン タ ー  物 品 の 調 達 に 係 る 見 積 り 合 わ せ に お い て 、千 葉 県 警 察 が 見 積 り の 相 手 方  

を 特 定 せ ず 、 契 約 案 件 を 公 開 し 、 一 定 の 資 格 を 有 す る 見 積 参 加 希 望 者 か ら 見 積 書 の 提 出 を 受 け 、 

契 約 の 相 手 方 を 決 定 す る 方 式 の 見 積 り 合 わ せ を い う 。  

(２ ) 調 達 案 件  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 239条 に い う 物 品 で 、 購 入 及 び 印 刷 の 請 負 の  

契 約 を す る も の の う ち 、 原 則 と し て 、 予 定 価 格 が 10万 円 以 上 で 、 購 入 の 場 合 は 予 定 価 格 が 160万  

円 、 印 刷 の 請 負 の 場 合 は 250万 円 を 超 え な い も の を い う 。 た だ し 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の

を 除 く 。  

ア  千 葉 県 警 察 本 部 に お け る 共 通 消 耗 品 集 中 調 達 要 綱（ 平 成 22年 例 規（ 会 ）第 14号 ）に 定 め る も の  

イ  エ ア コ ン デ ィ シ ョ ナ ー（ 壁 掛 け 型 で 室 外 機 及 び 室 内 機 が 一 対 に な っ て い る も の に 限 る 。）の 購

入 で 、 予 定 価 格 が 50万 円 を 超 え な い も の  

３  オ ー プ ン カ ウ ン タ ー の 適 用 除 外  

  調 達 案 件 で あ っ て 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 オ ー プ ン カ ウ ン タ ー を 適 用 し な い 。  

(１ ) 地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 。以 下「 令 」と い う 。）第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第

２ 号 か ら 第 ９ 号 ま で に 掲 げ る 事 由 が あ る 場 合  

(２ ) や む を 得 な い 事 由 が あ る 場 合 （ 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 由 が あ る 場 合 を 除

く 。 ） で あ っ て 、 所 属 長 と 会 計 課 長 の 協 議 を 経 た 後 、 本 部 長 が 除 外 を 適 当 と 認 め た 場 合  

４  オ ー プ ン カ ウ ン タ ー の 運 用  

(１ ) オ ー プ ン カ ウ ン タ ー に 係 る 事 務 は 、 総 務 部 会 計 課 長 （ 以 下 「 会 計 課 長 」 と い う 。 ） が 行 う 。  

(２ ) 各 所 属 長 は 、調 達 案 件 に つ い て 、会 計 課 長 と 協 議 の 後 、千 葉 県 警 察 ホ ー ム ペ ー ジ（ 以 下「 ホ ー  

ム ペ ー ジ 」と い う 。）へ 掲 載 を 予 定 す る １ 週 間 前 ま で に オ ー プ ン カ ウ ン タ ー の 募 集（ 別 記 第 １ 号

様 式 ） を 作 成 し 、 総 務 部 会 計 課 （ 以 下 「 会 計 課 」 と い う 。 ） に 提 出 す る も の と す る 。  

(３ ) オ ー プ ン カ ウ ン タ ー の 募 集 は 、ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る と と も に 県 本 部 の 掲 示 板 に 掲 示 す る も  

の と し 、 署 の 調 達 案 件 に 係 る も の に つ い て は 、 当 該 署 の 掲 示 板 に も 併 せ て 掲 示 す る も の と す る 。 

(４ ) 見 積 書 は 、オ ー プ ン カ ウ ン タ ー 見 積 書（ 別 記 第 ２ 号 様 式 。以 下「 見 積 書 」と い う 。）に よ り 徴  

す る こ と と し 、調 達 案 件 を 公 開 し た 日 か ら 起 算 し て ７ 日 目（ 千 葉 県 の 休 日 に 関 す る 条 例（ 平 成 元

年 千 葉 県 条 例 第 １ 号 ）第 １ 条 に 規 定 す る 県 の 休 日 に 当 た る 場 合 を 除 く 。）の 午 後 ５ 時 を 期 限 と し 、

直 接 又 は 郵 便 等 に よ り 受 け 付 け る も の と す る 。  

５  見 積 書 の 提 出 先  

(１ ) 県 本 部 の 調 達 案 件 に 係 る も の に つ い て は 、 会 計 課 に 提 出 す る も の と す る 。  

(２ ) 署 の 調 達 案 件 に 係 る も の に つ い て は 、 署 会 計 課 に 提 出 す る も の と す る 。  

６  契 約 予 定 者 の 決 定  

(１ ) 見 積 書 の 開 封 は 、 提 出 期 限 の 翌 開 庁 日 以 降 に 行 い 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を 

も っ て 申 込 み を し た 者 を 契 約 予 定 者 と し て 決 定 す る も の と す る 。  

(２ ) 見 積 書 の 比 較 の 結 果 、オ ー プ ン カ ウ ン タ ー 参 加 者 全 員 が 予 定 価 格 に 達 し な い 場 合 は 、原 則 と し  

て １ 回 に 限 り 再 度 、 オ ー プ ン カ ウ ン タ ー を 行 う も の と す る 。  



な お 、 再 度 の オ ー プ ン カ ウ ン タ ー に お い て も 予 定 価 格 に 達 す る 者 が い な い 場 合 は 、 最 低 価 格  

をも っ て 見 積 も っ た 者 か ら 見 積 書 を 徴 す る こ と と す る 。  

７  契 約 の 締 結  

(１ ) 県 本 部 の 契 約 は 、 会 計 課 長 が 行 う こ と と す る 。  

(２ ) 署 の 契 約 は 、 署 長 （ か い 長 ） が 行 う こ と と す る 。  

８  結 果 の 公 表  

(１ ) 契 約 の 相 手 方 が 決 定 次 第 、 速 や か に ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 公 表 す る も の と す る 。  

(２ ) 公 表 に 付 す る 事 項 は 、案 件 番 号 、案 件 名 、数 量 、発 注 所 属 、契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 決 定 金 額  

と す る 。  

(３ ) 公 表 し た 事 項 を 除 き 、 オ ー プ ン カ ウ ン タ ー の 結 果 に 関 す る 照 会 に は 、 応 じ な い も の と す る 。  

以 下 別 記 様 式 省 略  


